
11 
富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）の一部を改正する  

条例の制定についての要旨  

 

今回の手数料条例改正につきましては、建築基準法の一部を改正する法律

の施行に伴い改正するものです。  

これまで、接道の許可制度（建築基準法第４３条で、建築物の敷地は道路

に２ｍ以上接するものと規定されていますが、建築審査会の同意を得て例外

として許可を行うもの）にて運用してきた事案の一部が、手続きの合理化の

ため、条件付き（道として取扱うものは幅員４ｍ以上で将来にわたって安定

的に維持管理されること）で一戸建ての住宅は、許可不要となり認定制度に

移行しました。改正された同法第４３条第２項第１号の認定につきましては、

政令により限定特定行政庁の事務として定められ、富士見市で認定事務を行

うことになりました。  

これにより、当該規定による認定を行う場合に手数料を徴収するため、手

数料条例の別表の項を追加するものです。  

 

１ 改正内容  

 富士見市手数料条例、別表４５の項から７９の項までを１項ずつ繰り下げ、

４４の項の次に次の１項を加えるものです。  

４５  建築基準法第４３条第２項第１号の

規定に基づく建築の認定の申請に対

する審査  

１件につき 27,000 円  

併せて、項ずれに伴う整理をするものです。  

この条例は、公布の日から施行するものです。  
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富士見市手数料条例（平成１２年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第2条関係） 

1～44（略） 

45 建築基準法第４３条第２項第１号の規定に基づ

く建築の認定の申請に対する審査 

1件につき 27,000円 

46 （略） （略） 

47 （略） （略） 

48 （略） （略） 

49 （略） （略） 

50 （略） （略） 

51 （略） （略） 

52 （略） （略） 

53 （略） （略） 

54 （略） （略） 

55 （略） （略） 

56 （略） （略） 

57 （略） （略） 

58 （略） （略） 

59 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（５７

の項、５８の項及び６０の項に規定する審査を除

く。） 

ア～イ（略） 

（略） 

60 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

次に掲げる額 

 

別表（第2条関係） 

1～44（略） 

 （新設） 

 

 

45 （略） （略） 

46 （略） （略） 

47 （略） （略） 

48 （略） （略） 

49 （略） （略） 

50 （略） （略） 

51 （略） （略） 

52 （略） （略） 

53 （略） （略） 

54 （略） （略） 

55 （略） （略） 

56 （略） （略） 

57 （略） （略） 

58 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（５６

の項、５７の項及び５９の項に規定する審査を除

く。） 

ア～イ（略） 

（略） 

59 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条

第１項から第３項までの規定に基づく長期優良

次に掲げる額 
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住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同法

第６条第２項の規定による審査の申出を伴う審

査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合（略） 

 

 

 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算した

額 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算した

額に、次に定める額を更に加算

した額 

(1)～(2)（略） 

61 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６２の項に規

定する審査を除く。） 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

62 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項で

準用する同法第６条第２項の規定による審査の

申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額に、当該申出に係る床

面積等に応じて、それぞれ４０

住宅建築等計画の認定の申請に対する審査（同法

第６条第２項の規定による審査の申出を伴う審

査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 建築基準法第６条の３第１項又は第１８条

第４項の規定に基づく建築物に関する計画の構

造計算適合性判定（以下「構造計算適合性判定」

という。）の実施の申出を伴う場合（略） 

 

 

 

５６の項、５７の項又は５８の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算した

額 

５６の項、５７の項又は５８の

項に定める額に、当該申出に係

る床面積等に応じて、それぞれ

４０の項に定める額を加算した

額に、次に定める額を更に加算

した額 

(1)～(2)（略） 

60 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（６１の項に規

定する審査を除く。） 

５６の項、５７の項又は５８の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

61 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第８条

第１項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画

の変更の認定の申請に対する審査（同条第２項で

準用する同法第６条第２項の規定による審査の

申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

５６の項、５７の項又は５８の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額に、当該申出に係る床

面積等に応じて、それぞれ４０
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イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

の項に定める額を加算した額 

５７の項、５８の項又は５９の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額に、当該申出に係る床

面積等に応じて、それぞれ４０

の項に定める額を加算した額

に、次に定める額を更に加算し

た額 

(1)～(2) （略） 

63 （略） （略） 

64 （略） （略） 

65 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年

法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審

査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提出された場合の審

査に限る。） 

ア（略） 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 

（ア） 申請に係る一の建築物の住戸のうち同時

に申請された住戸の数（以下この項及び６６の項

において「申請住戸数」という。）が１戸のもの 

（イ）～（オ） （略） 

ウ（略） 

（略） 

66 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６５の項及び６７の項

に規定する審査を除く。） 

（略） 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

の項に定める額を加算した額 

５６の項、５７の項又は５８の

項に定める額に２分の１を乗じ

て得た額に、当該申出に係る床

面積等に応じて、それぞれ４０

の項に定める額を加算した額

に、次に定める額を更に加算し

た額 

(1)～(2) （略） 

62 （略） （略） 

63 （略） （略） 

64 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年

法律第８４号）第５３条第１項の規定に基づく低

炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審

査（同法第５４条第１項各号に掲げる基準に適合

していることを示す書類が提出された場合の審

査に限る。） 

ア（略） 

イ 住宅用途を含む建築物の住戸部分 

（ア） 申請に係る一の建築物の住戸のうち同時

に申請された住戸の数（以下この項及び６５の項

において「申請住戸数」という。）が１戸のもの 

（イ）～（オ） （略） 

ウ（略） 

（略） 

65 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（６４の項及び６６の項

に規定する審査を除く。） 

（略） 
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ア～オ（略） 

67 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（同法第５４条第２項の

規定による審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

６５の項又は６６の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

６５の項又は６６の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

68 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（６９の項に規

定する審査を除く。） 

６５の項又は６６の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額 

69 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（同条第２項にお

いて準用する同法第５４条第２項の規定による

審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６５の項又は６６の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

ア～オ（略） 

66 都市の低炭素化の促進に関する法律第５３条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

認定の申請に対する審査（同法第５４条第２項の

規定による審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

６４の項又は６５の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

６４の項又は６５の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

定める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

67 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（６８の項に規

定する審査を除く。） 

６４の項又は６５の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額 

68 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第

１項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の

変更の認定の申請に対する審査（同条第２項にお

いて準用する同法第５４条第２項の規定による

審査の申出を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６４の項又は６５の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定
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イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合（略） 

める額を加算した額 

６５の項又は６６の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額に、次に定

める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

70 （略） （略） 

71 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（７０の項及び７２の項に規定する審査を除

く。） 

ア～ウ（略） 

（略） 

72 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（同法第３０条第２項の規定による審査の申出

を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

７０の項又は７１の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

７０の項又は７１の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合（略） 

める額を加算した額 

６４の項又は６５の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額に、次に定

める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

69 （略） （略） 

70 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（６９の項及び７１の項に規定する審査を除

く。） 

ア～ウ（略） 

（略） 

71 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第２９条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審

査（同法第３０条第２項の規定による審査の申出

を伴う審査に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

６９の項又は７０の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額 

６９の項又は７０の項に定める

額に、当該申出に係る床面積等

に応じて、それぞれ４０の項に

定める額を加算した額に、次に
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定める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

73 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（７４の項に規定する審査を除く。） 

７０の項又は７１の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額 

74 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（同条第２項において準用する同法第３

０条第２項の規定による審査の申出を伴う審査

に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

７０の項又は７１の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額 

７０の項又は７１の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額に、次に定

める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

75 （略） （略） 

76 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能に係る認定の申請に対する審査（７

（略） 

定める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

72 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（７３の項に規定する審査を除く。） 

６９の項又は７０の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額 

73 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３１条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対

する審査（同条第２項において準用する同法第３

０条第２項の規定による審査の申出を伴う審査

に限る。） 

ア イ以外の場合 

 

 

 

 

イ 構造計算適合性判定の実施の申出を伴う場

合 

次に掲げる額 

 

 

 

 

 

６９の項又は７０の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額 

６９の項又は７０の項に定める

額に２分の１を乗じて得た額

に、当該申出に係る床面積等に

応じて、それぞれ４０の項に定

める額を加算した額に、次に定

める額を更に加算した額 

(1)～(2)（略） 

74 （略） （略） 

75 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律第３６条第１項の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能に係る認定の申請に対する審査（７

（略） 
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５の項に規定する審査を除く。） 

ア～エ（略） 

77 （略） （略） 

78 （略） （略） 

79 （略） （略） 

80 （略） （略） 
 

４の項に規定する審査を除く。） 

ア～エ（略） 

76 （略） （略） 

77 （略） （略） 

78 （略） （略） 

79 （略） （略） 
 

 


